
 

 

 

 

定 期 監 査 結 果 公 表 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第４項の規定により、平成 28 年度の財務事務に係る監査を実施した

ので、その結果を次のとおり公表する。 

  平成 28年 11月８日 

石川県監査委員    作 野 広 昭 

同                吉 田   修 

同                浜 田   孝 

                                      同               岡 部 朋 代 

                                                                                            

監 査 箇 所 名 監 査 年 月 日 監査の対象       監 査 の 結 果 

小松工業高等学校 平成28年10月4日 平成28年7月末日現在 

所管の業務をはじめ、財務に関す

る事務の執行は、おおむね適正に処

理されていると認める。 

小松商業高等学校 〃 〃 〃 

輪島警察署 〃 〃 〃 

門前高等学校 〃 〃 〃 

金沢西警察署 平成28年10月18日 〃 〃 

金沢西高等学校    〃 〃 〃 

奥能登教育事務所 〃 〃 〃 

能登空港管理事務所 〃 〃 〃 

能登高等学校 〃 〃 〃 

輪島高等学校 平成28年10月21日 〃 〃 

輪島漆芸技術研修所 〃 〃 〃 

北部家畜保健衛生所 〃 〃 〃 

羽咋工業高等学校 〃 〃 〃 

南部家畜保健衛生所 〃 〃 〃 

津幡警察署 〃 〃 〃 

飯田高等学校 平成28年10月24日 〃 〃 

珠洲警察署 〃 〃 

公用車の交通事故が発生してい

る。 

 交通事故防止を推進しなければ

ならない機関であり、安全運転に万

全を期するよう厳重に注意するこ

と。  

穴水高等学校 〃 〃 

所管の業務をはじめ、財務に関す

る事務の執行は、おおむね適正に処

理されていると認める。 

 


